
令和７年度 京都府中学校総合体育大会 剣道の部 

地域クラブ参加資格競技細則 

 

作成：京都府中学校体育連盟剣道専門部 

 

１．京都府中学校体育連盟発出の「地域クラブ活動の参加資格の特例について」に準ずる 

 

２．剣道の部の参加資格は、日本中学校体育連盟剣道競技部発出の細則に準ずる。 

  ※団体戦については、「地域移行モデル地区や自治体主導で地域移行を進めるために発足した地域クラブ活

動」、又は「地域移行の受け皿となっているクラブ活動」とする。 

 

３．府総体における地域クラブ活動の出場枠は、団体戦は男女各１チーム、個人戦は男女各４名とする。 

 

４．京都府中学校体育連盟に参加申請をした地域クラブの指導者が中心となり、府総体に出場する選手の選考会

を７月中旬までに実施する。実施後速やかに、結果を剣道専門部に報告する。 

 

５．参加申請をした地域クラブ活動の指導者は、剣道専門部主催の審判講習会に必ず１名以上参加する。 

 

６．府総体に出場する地域クラブ活動の監督、又は引率者は、府総体当日に審判など役員としての仕事を行う。 


